
 
 

 

生徒会役員選挙 立会演説会～投開票 11月 29日(火) 

～準備期間を含めて２か月以上にわたる選挙期間終了～ 

厳正なる開票の結果、次期生徒会三役は、 

生徒会長：Y.Hさん（４組） 男子副会長：T.Hさん（５組） 女子副会長：I.Mさん（１組） 

 となりました。これまで一生懸命に選挙活動をしてきた候補者・責任者、そして、それを支え続けてきたすべ

ての２学年生徒、また選挙活動全般を運営・統括してくれた選挙管理委員の皆さんに対して、心からのねぎらい

の思いとともに敬意を表したいと思います。「お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。」 

 皆さんは立派に選挙活動をやり遂げました。クラス全員で関わった準備、ドキドキハラハラの教室訪問、演説

会。つまずきや悩みごとも多かったでしょうし、失敗もあったでしょう。「ああすればよかった。」という後悔も、

幾度となくしたと思います。それらは、すべて皆さんの血となり肉となる貴

重な経験です。どこで役立つかは分かりませんが、必ずどこか自分でも気づ

かないところで役に立つはずです。本当にいい経験をしましたね。 

 さて、このあと新生徒会組織ができ、いよいよ本格的な実務を行わなけれ

ばなりません。当然のことながら、２学年としての本当の勝負はこれからで

す。一致団結。みんなで頑張りましょう。 

 

                                                  

保護者懇談会が始まりました １２月２日（金）～９日（金） 

今日から始まりました「保護者懇談会」。本日懇談の皆様、ご来校ありがとうございました。そして、来週懇

談予定の皆様、よろしくお願いします。 

 さて、初日の皆様は「今年度の懇談形式」にびっくりされたのではないでしょうか？ 

 今年度の懇談、我が２学年では「生徒司会による懇談形式」を採用しました。生徒にとってみれば、自分のこ

とが話題となり、保護者・担任から助言をいただく立場なのですから、ただ聞き手に回って「はい、分かりまし

た。」ばかり言っていたのではいけません。本校の学校目標にもあるとおり、「主体性」をもって臨まねばならな

いのです。そういった意味で、「生徒自身が司会進行を務めながら懇談を進めていくことで、自らが主体的に今後

の展望について考える機会」としたのです。 

なにぶん初めてのことですので、そうそううまくは進行できないかもしれません。しかし、チャレンジしてみ

ること自体が大切なのです。「できそうもない」からといって、いつまでもやらずにいれば、できないまま大人に

なってしまいます。それでは保護者の皆様も心配ですよね。 

とはいえ、形ばかり上手に進行できても、生徒が認められなかったり、内容に深化がなかったり、今後の展望

が全く開けなかったりするのでは意味がありません。形式、内容とも生徒・保護者の皆様にとって有意義な懇談

となるよう願ってやみません。 

   ２学年通信 ～日日是好日～ 

上田市立第五中学校２学年会 

令和 ４年１２月 ２日（金） 

No.1８    文責：岩田 正伸 

 



今後の予定    ※今後の感染状況により、変更があるかもしれません。ご承知おきください。 

日付 曜 １ ２ ３ ４ ５ ６ 学校行事など 完全下校 給食 

12/3 土       数学検定   

4 日          

5 月 1 2 3 16   保護者懇談会② 16:20 〇 

6 火 11 12 13 15   保護者懇談会③ 16:20 〇 

7 水 21 22 23 24   保護者懇談会④ 16:20 〇 

8 木 31 32 33 34   保護者懇談会⑤ 16:20 〇 

9 金 41 42 43 44   保護者懇談会⑥ 16:20 〇 

10 土       校舎見学会①   

11 日          

12 月 16 22 25 5   ４時間授業 午後部活動なし 14:30 〇 

13 火 11 12 13 14 15   16:30 〇 

14 水 21 22 23 24 生  生徒集会（人権・ビブリオバトル） 個学なし 16:30 〇 

15 木 31 32 33 34 35 36  16:30 〇 

16 金 41 42 43 44 45  職員研修のため短縮日課 16:30 〇 

 

お願い 自家用車による生徒の送迎について 
 

〇 日没が早くなり、朝夕の寒さが増してくるとともに自家用車での送迎が多くなってまいりました。同時に校 

地内における生徒と車の接触の危険性も増しております。（以前実際に接触事故があったそうです。） 

  つきましては、以下の申し合わせを再確認していただき、ご協力を賜りたいと存じます。 

 

  ・ 生徒の登下校は、徒歩または自転車（許可制）であること。 

  ・ 自家用車による送迎は、以下に相当する場合であること。 

   ① けが・病気などやむを得ない事情により通常の登下校方法が取れない場合。 

② 生徒会活動・延長部活・検定受験などの事情で通常の下校方法では帰路の安全が確保できない場合。 

③ その他、学校からの指示や許可が出された場合。 

  ・ やむを得ず自家用車による送迎を行うときは、 

   ① できる限り校地外の、安全が確保でき、他者の迷惑にならない場所で乗車・下車させる。 

   ② 校地内まで乗り入れる場合は、校舎北側の自転車置き場西側（砂利部分）のみの駐停車とし、乗車・

下車もそこで行う。アスファルト敷きのロータリー部分には進入しない。 

 

お知らせ 
 今月、校舎改築工事に伴う校舎北側の整地および伐採等の工事に入ります。そのため、日によっ

ては敷地内への車両進入ができなくなります。生徒の送迎などで来校の場合は、基本的に北西側

出入り口を使用し、自転車置き場西側（砂利部分）に駐停車してください。そこより内部には進入

できません。 

なお、工事の進捗により北西側出入り口が使えなくなった場合は、お迎えをお願いするときに

駐停車場所について別の指示がありますので、そちらに駐停車してください。 

ご心配・ご不安がありましたら、電話等の折に駐停車可能場所をお問い合わせください。 

 
   次回の発行予定日は１２月１６日（金）です。 


